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二

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

統
合
サ
ー
バ
・
Ａ
Ｄ
サ
ー
バ
・
フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ
等
一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
政
策
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
八
年
五
月
十
五
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
岡
支
店　

支
店
長　

花　

形　

貴　

久

　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
下
呉
服
町
一
番
一
号

五　

落
札
金
額

　
　

六
百
八
十
九
万
六
千
五
百
六
十
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
三
日

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　

臼
杵
市
大
字
戸
室
字
小
野
七
番
一
ほ
か
九
筆
及
び
字
西
裏
五
百
十
一
番
一
ほ
か
三
十
一
筆
並
び
に
大
字

市
浜
字
西
裏
谷
十
七
番
一
ほ
か
二
十
四
筆
及
び
字
船
頭
給
六
十
一
番
一
ほ
か
六
筆

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

六
千
三
百
三
十
九
・
二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

臼
杵
市
大
字
戸
室
十
四
番
地

　
　
　

シ
ョ
ウ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

稗　

田　

淳　

美

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

令
和
八
年
六
月
三
日

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
用
消
火
タ
ン
ク
シ
ス
テ
ム　

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　
　

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復

権
を
得
な
い
者

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二

令
和
八
年
六
月
十
九
日

令

和

八

年

第

七

一

五

号

六
月
十
九
日

（　金 曜 日　）

大
分
県
報
（
公
告
）

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

㈢　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し

て
い
な
い
者

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

㈤　

国
税
又
は
大
分
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
者
（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
一

年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を

除
く
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
○
―
八
五
○
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

○
九
七
（
五
○
六
）
二
九
六
八

　

３　

申
請
の
時
期　

　

令
和
八
年
六
月
十
九
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
七
月
一
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）
と
す
る
。
な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に

受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　

令
和
八
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
審
査
の
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w

w
.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.htm

l

六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事

が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡　

二
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
判
明
し
た
場
合

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た

場
合

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

場
合

２　

１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
事
由
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な

い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。
令

和
８

年
６

月
19日

大
分

県
知

事
　

　
佐

　
　

　
藤

　
　

　
樹

　
一

　
郎

　
１

　
競

争
入

札
に

付
す

る
事

項
　

⑴
　

調
達

を
す

る
物

品
等

の
種

類
及

び
数

量
　

　
　

防
災

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

用
消

火
タ

ン
ク

シ
ス

テ
ム

　
一

式
　

⑵
　

納
入

期
限

　
　

　
令

和
９

年
12月

28日
（

火
）

　
⑶

　
納

入
場

所
　

　
　

大
分

県
知

事
が

指
定

す
る

場
所

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
こ

の
調

達
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

者
に

限
り

入
札

参
加

を
認

め
る

。
⑴

　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

⑵
　

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

調
達

、
売

払
い

及
び

役
務

の
提

供
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
分
県
報
（
公
告
）

二



に
必

要
な

資
格

（
令

和
２

年
大

分
県

告
示

第
326号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
入

札
参

加
資

格
を

取
得

し
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
⑶

　
こ

の
調

達
に

係
る

営
業

に
関

し
、

許
可

、
認

可
等

を
必

要
と

す
る

場
合

に
お

い
て

、
こ

れ
を

得
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
⑷

　
こ

の
調

達
に

係
る

仕
様

書
に

基
づ

き
、

入
札

参
加

申
請

の
手

続
を

行
っ

た
者

で
あ

る
こ

と
。

⑸
　

こ
の

公
告

の
日

か
ら

11に
掲

げ
る

開
札

ま
で

の
間

に
、

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

調
達

、
売

払
い

及
び

役
務

の
提

供
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
有

す
る

者
に

対
す

る
指

名
停

止
の

措
置

を
受

け
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

⑹
　

自
己

又
は

自
己

の
役

員
等

が
、

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

及
び

次
に

掲
げ

る
者

が
、

そ
の

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
　

　
な

お
、

資
格

要
件

確
認

の
た

め
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

場
合

が
あ

る
。

ア
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

イ
　

暴
力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

し
、

又
は

使
用

し
て

い
る

者
オ

　
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

、
そ

の
者

と
下

請
契

約
又

は
資

材
若

し
く

は
原

材
料

の
購

入
契

約
等

を
締

結
し

て
い

る
者

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

又
は

便
宜

を
供

与
し

て
い

る
者

キ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非
難

さ
れ

る
関

係
を

有
し

て
い

る
者

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者
３

　
入

札
参

加
申

請
の

方
法

及
び

期
間

　
大

分
県

共
同

利
用

型
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
（

以
下

「
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

入
札

参
加

申
請

を
、

令
和

８
年

６
月

19日
（

金
）

午
前

10時
か

ら
同

年
７

月
27日

（
月

）
午

前
10時

ま
で

に
行

う
こ

と
。

　
な

お
、

紙
に

よ
る

入
札

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

「
紙

入
札

（
見

積
）

参
加

届
出

書
」

（
大

分
県

電
子

入
札

運
用

基
準

（
物

品
・

役
務

）
（

以
下

「
運

用
基

準
」

と
い

う
。

）
様

式
第

２
号

）
を

、
令

和
８

年
７

月
27日

（
月

）
午

前
10時

（
必

着
）

ま
で

に
持

参
又

は
郵

送
（

書
留

郵
便

）
に

よ
り

提
出

先
に

提
出

す
る

こ
と

。
　

　
提

出
先

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班

　
　

　
　

　
　

〒
870－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
　

　
　

　
電

話
　

097－
506－

2957
４

　
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
で

入
札

を
希

望
す

る
も

の
の

手
続

　
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
申

請
書

に
必

要
書

類
を

添
付

し
て

、
次

に
掲

げ
る

時
期

及
び

場
所

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
令

和
８

年
６

月
19日

（
金

）
か

ら
同

年
７

月
１

日
（

水
）

ま
で

（
日

曜
日

及
び

土
曜

日
を

除
く

。
）

の
午

前
８

時
30分

か
ら

午
後

５
時

15分
ま

で
　

な
お

、
申

請
者

が
期

日
以

降
に

申
請

を
希

望
す

る
場

合
は

、
そ

の
後

も
随

時
に

受
け

付
け

る
が

、
入

札
に

間
に

合
わ

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑵

　
申

請
書

類
の

入
手

方
法

　
　

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

申
請

書
類

を
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
し

、
又

は
⑶

に
て

交
付

を
受

け
る

こ
と

。
　

　
　

Ｕ
Ｒ

Ｌ
　

https://w
w

w
.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.htm

l
　

⑶
　

申
請

書
類

の
提

出
先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班
      　

〒
870－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
      　

電
話

　
097－

506－
2968

　
　

　
な

お
、

郵
送

の
ほ

か
電

子
に

よ
る

提
出

も
で

き
る

も
の

と
す

る
。

５
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

　
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
物

品
調

達
班

　
　

〒
870－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097－
506－

2957
６

　
契

約
条

項
を

示
す

場
所

及
び

日
時

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

及
び

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

上
に

令
和

８
年

７
月

30日
（

木
）

ま
で

入
札

説
明

書
を

掲
載

す
る

こ
と

に
よ

り
契

約
条

項
を

示
す

。
７

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

利
用

　
本

案
件

は
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

で
行

う
。

ま
た

、
入

札
に

係
る

事
項

は
、

こ
の

公
告

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
運

用
基

準
に

よ
る

。
　

な
お

、
紙

に
よ

る
入

札
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
入

札
書

を
10に

掲
げ

る
提

出
場

所
及

び
提

出
期

限
ま

で
に

提
出

す
る

こ
と

。
８

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
、

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三



　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨
９

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

入
札

金
額

の
入

力
期

間
　

　
令

和
８

年
７

月
27日

（
月

）
午

前
10時

か
ら

同
月

30日
（

木
）

午
前

10時
ま

で
10　

紙
に

よ
る

入
札

参
加

を
希

望
す

る
場

合
の

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
物

品
調

達
班

　
　

⑵
　

提
出

期
限

　
令

和
８

年
７

月
29日

（
水

）
午

後
５

時
ま

で
に

必
着

の
こ

と
。

11　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

開
札

　
　

開
札

予
定

日
時

　
令

和
８

年
７

月
30日

（
木

）
午

前
10時

30分
12　

再
入

札
　

開
札

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
い

な
い

と
き

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
167条

の
８

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
再

入
札

を
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
再

入
札

に
つ

い
て

は
、

入
札

金
額

入
力

期
限

、
開

札
日

時
及

び
最

低
入

札
価

格
を

別
途

通
知

す
る

。
13　

入
札

保
証

金
に

関
す

る
事

項
　

見
積

総
額

の
100分

の
５

以
上

の
入

札
保

証
金

を
納

付
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

落
札

者
が

契
約

を
締

結
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
入

札
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
免

除
さ

れ
る

。
14　

契
約

保
証

金
に

関
す

る
事

項
　

契
約

金
額

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
場

合
は

、
契

約
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
免

除
さ

れ
る

。
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

⑵
　

過
去

２
年

間
に

国
（

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

11年
法

律
第

103号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
独

立
行

政
法

人
及

び
国

立
大

学
法

人
法

（
平

成
15年

法
律

第
112号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

国
立

大
学

法
人

を
含

む
。

）
又

は
地

方
公

共
団

体
（

地
方

独
立

行
政

法
人

法
（

平
成

15年
法

律
第

118号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
独

立
行

政
法

人
を

含
む

。
）

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約
を

数
回

以
上

締
結

し
、

か
つ

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
た

も
の

に
つ

い
て

、
そ

の
者

が
契

約
を

締
結

し
な

い
こ

と
と

な
る

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。
15　

入
札

の
無

効
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
入

札
は

無
効

と
す

る
。

　
な

お
、

無
効

入
札

を
し

た
者

は
、

再
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⑴
　

金
額

の
記

載
が

な
い

も
の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。
　

⑷
　

入
札

書
に

入
札

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
記

名
が

な
く

、
入

札
者

が
判

明
で

き
な

い
と

き
。

16　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項
　

　
設

定
し

な
い

。
17　

落
札

者
の

決
定

の
方

法
⑴

　
有

効
な

入
札

で
、

大
分

県
契

約
事

務
規

則
第

23条
の

規
定

に
よ

り
作

成
さ

れ
た

予
定

価
格

の
範

囲
内

の
価

格
で

、
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

を
行

っ
た

者
を

落
札

者
と

す
る

。
⑵

　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
お

い
て

、
電

子
く

じ
に

よ
る

落
札

者
決

定
を

行
う

。
18　

仮
契

約
の

締
結

等
　

こ
の

調
達

に
係

る
契

約
は

、
大

分
県

県
有

財
産

条
例

（
昭

和
39年

大
分

県
条

例
第

28号
）

の
規

定
に

よ
り

大
分

県
議

会
の

議
決

を
要

す
る

た
め

、
当

該
入

札
の

落
札

決
定

後
、

落
札

者
と

の
間

に
仮

契
約

を
締

結
し

、
議

会
議

決
後

、
本

契
約

と
な

る
。

　
な

お
、

県
議

会
の

議
決

ま
で

の
間

に
、

２
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
か

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
場

合
、

契
約

を
締

結
し

な
い

こ
と

が
あ

る
。

契
約

を
締

結
し

な
い

取
扱

い
を

し
た

場
合

に
つ

い
て

は
、

県
は

一
切

の
損

害
賠

償
の

責
め

を
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
19　

そ
の

他
　

　
こ

の
調

達
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

る
。

20　
Sum

m
ary

　
⑴

　
O

ne set of Fire A
ttack System

　
⑵

　
T

im
e lim

it for tender
　

　
　

10:00 a.m
. 30 July, 2026

　
⑶

　
M

anagem
ent Bureau A

ddress
　

　
　

Property M
anagem

ent D
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O

ita Prefectural Governm
ent

　
　

　
3－

1－
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hte－
m

achi, O
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8501
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